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安
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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
内
閣
府
及
び
経
済
産
業
省
の
元
参
与
の
経
歴
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
内
閣
府
及
び
経
済
産
業
省
の
元
参
与
の
経
歴
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
に
、
国
家
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体

の
事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

齋
藤
浩
幸
氏
か
ら
内
閣
府
及
び
経
済
産
業
省
に
提
出
さ
れ
た
経
歴
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
具
体
的
な
内

容
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。


